
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

【概 要】 

１ 辞令交付式 

          １ 日 時  令和元年 6月 13日（木） 午前 9時から 

         ２ 会 場  気仙沼市役所庁舎 第 1～3会議室 

 

 ２ 鳥獣被害対策実施隊  

           ・隊員数：46 名（宮城県猟友会気仙沼支部会員） 

 ・隊構成：4 分隊（気仙沼分隊，南分隊，新月分隊，本吉分隊） 

           ・身分：非常勤特別職  

           ・任期：1 年（～令和 2 年 3 月 31 日） 

 ・活動内容：ニホンジカ・イノシシ被害軽減のための 

① 一斉捕獲 

②パトロール及び駆除 等 

 

 

 

■ ニホンジカ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止するため組織する「気仙沼市鳥

獣被害対策実施隊員」の辞令交付式を行います。 

■ 任期は１年で，宮城県猟友会気仙沼支部の会員のうち平成 30年度有害鳥獣捕獲隊員

研修修了者で宮城県気仙沼地方振興事務所長から送付された有害鳥獣捕獲従事者名簿

に登載された中から 46名へ辞令を交付します。 

■ 昨年は，ニホンジカとイノシシ（3頭）合わせて 700頭の捕獲実績がありますが，全

体頭数の減少は見られないこと及び，イノシシの目撃情報も報告されていることから，

気仙沼市鳥獣被害防止計画の捕獲目標ニホンジカ 1,300頭など，実施隊の活躍が期待さ

れます。 

■ 第 1回（平成 27～29年度）20名，第 2回（平成 30年度）39名の隊員を任命して

いました。 
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